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震災緊急対策　10102 keywords 安否確認　連絡体制　職員支援

 ■ 職員および家族の安否確認の優先と確認が困難な場合の対応

　大規模災害では，職員・家族自体が被災者となる可能性があるため，まずこれらの

安否確認を優先する．職員の安否確認は各職場を単位に行い，県庁が集約する．家族

の安否確認は各職員に任されるが，未確認の状態では職務に専念できないため，職務

管理の範囲で可能な支援措置を講じる．

１．職員の安否確認

　災害復旧体制を構築する上で職員の安否確認は基礎条件であると同時に，県は職員の安

全を確保する義務がある．職員の安否確認は県庁が各出先機関の報告を受けて集約し，情

報収集の支援を行う．

　東日本大震災では，宮城県は発災直後に県庁から各事務所に電話で安否確認を試みたが，

大半は不通で，当初は通じたものもやがて不通となった．メール・SNS では通信が可能な

地区もあったが，携帯電話の連絡はほとんどできず，当日中に連絡が取れたのはわずかで

あった．交通手段・通信手段が破壊されたため安否確認が発災後数日できない出先機関も

あった．

　宮城県東部地方振興事務所は庁舎が津波後の浸水で孤立し，職員のほぼ全員が 4 日間閉

じ込められた．通信手段は途絶していたため県庁への連絡はつかず，家族の安否確認もで

きなかった．全員が脱出した後は，家族の安否確認を優先し，一時帰宅を認めた．

２．家族の安否確認への支援

　宮城県では，家族の安否が不明であっては，職員は職務に専念できないため，安否確認

を優先した．

　各出先事務所では，県からの指示をもとに，発災当日は庁舎に数人を残し，帰宅可能な

職員は家族の安否確認のため一時帰宅した．宮城県職員の被災状況も多様であったため，

一区切りのついたところで出勤するよう指示し，仕事への復帰の判断は本人に任せ，後日

の報告で処理した．

　公共交通が止まり，利用できる車両は限られガソリンの入手も困難であったため，自宅

が職場から離れている職員は，被災状況調査地区を自宅のある方面に選定し，業務を兼ね

て自宅の安否確認に向かわせるなどの支援対策を講じた．

写真　発災直後の対策本部での打ち合わせ（岩手県）

東日本大震災 作成：2015.04 執筆：有田・落合・内川
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 ● 庁舎は住民の拠り所－避難所でなくても住民受入を優先的に－

東日本大震災では，庁舎が避難所に指定されていなくても，住民は被害の少ない公的施

設の庁舎開放を求めて集まった．復旧業務の遂行は急務だが，住民救済は最優先事項であ

り，積極的に受入れ，組織的に対応する．

避難住民の受入・対応は，プロパーとしての業務では無いが，住民は「公」一般への

サービス期待があり，NN 分野も当然応える必要がある．住民受け入れ時の状況も災害の形

態によって異なるが，避難住民に寄り添った組織的・創造的な対応が求められる．

１．県庁に避難した住民の要望と対応

県庁舎の開放：　発災（2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分）と同時に，宮城県では仙台周辺の公

共交通網が停止したため，帰宅困難者が宮城県庁を一時避難場所として集まった．寒い時

期でもあり，県庁舎の廊下やユーティリティ空間を開放したところ，一時は避難者があふ

れた．

第一の要望は携帯電話の充電：　水・食糧の確保に努めたが，市内は停電であったため，

第一に求められたのは家族・知人等への連絡のための携帯電話への充電電源の提供であっ

た．そこで，庁内のテーブルタップをかき集めて供用し，避難者の需要に対応した．

間に合った発電・暖房：　備蓄していた水・食料は十分ではなかったが，暖房は確保でき

た．幸い県庁の自家発電機は無事で，燃料も運よく給油直後であったため，3 日分ほどの備

蓄があった．燃料備蓄の必要性を改めて認識させられた．

２．宮城県石巻合同庁舎に避難した住民の要望と対応

宮城県東部地方振興事務所の庁舎は津波による洪水で水没して孤立したため，職員 200

余名は避難した住民と共に 1 週間ほど庁内に閉じ込められた．避難住民は約 300 人に達した

ため，庁舎内は職員を含めると 500 人ほどに膨れあがった．

水・食料の管理：　水・食料は工面をしたが不足した．自動販売機の飲料も，水分補給や

カロリー源となるため，管理方針を決めて配分した．

夜具・トイレ・暖房：　夜具・トイレ等も悩みの種で，住民と協議しながら利用した．一

方，燃料は庁内の配給直後で備蓄があったため，寒さによる苦痛はなかった．

病人・ペット対策：　病人・発病の恐れのある人達の看護対策も同時に試行錯誤的に実施

したほか，病人やペットを連れた人等を分類して居住スペースを隔離した．透析が必要な

人は屋上に患者がいることを示す SOS を書き，自衛隊のヘリコプターで病院へ搬送した．

避難住民との協議体制：　看護の資格・経験等をもつ避難住民との協働体制の構築も早期

に行う必要がある．東部地方振興事務所では，当面は避難住民対策に専念するしかないと

判断し，協働のための業務分担体制を作り，当初は朝昼夕の 3 回の打合せを行うなどして

切り抜けた．

庁舎からの脱出：　臨時的な避難も限界に近付いた一週間後に庁舎から脱出した．いまだ

に低層階は水没していたため自衛隊のボートを要請した．住民の安全を優先し，500 人の

多数の脱出であったため，夜明け間もない朝 7 時～日暮れの夕方 18 時迄の長い一日のイベ

ントとなった．

コラム ・ 震災緊急対策　C1011 keywords 緊急時避難　庁舎開放　住民受入　寄り添い

東日本大震災 作成：2015.08 執筆：有田・田村・千葉
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震災緊急対策　10202 keywords 臨時組織　チーム体制　チーム長会議　即決体制

 ■ 「チーム」編成による宮城県庁における災害復旧対応の臨時体制

　宮城県では東日本大震災の甚大な被害に対応して，発災直後に災害復旧に対応する

臨時組織として，業務内容ごとに専門的に対応する「チーム制」を立ち上げ，NN 部局

を再編した．運営はチーム長会議で行い，出先機関に即時にメールで伝達した．チー

ム数は，業務の増加や内容の多様化に応じて拡充した．

１．チームの立ち上げ・拡充

宮城県庁では，チーム体制を発災一週間後に立ち上げた．発災当初に，今回の災害は通

常の体制では対応できないと判断し，農林水産部次長・農村整備課長・総括が協議して臨

時に農村振興・農村整備の 2 課を横断する機動的体制を構築した．チーム編成の効果は，

限られた人員を災害対応に組織的な動員ができることである．チーム制を取らなかった県

では，復旧担当の課・係とそれ以外では業務の質・量に大きな差があったとの話を聞いた． 

　当初は 11 チームで発足したが，業務の進捗に合わせて段階的に見直し，半年後の 9 月に

は 20 チーム（下図）60 人（技術職 50 人，事務職 10 人）に達した．チームを細かく設定し

たのは，①業務の多様化・専門化への対応，②特定チームへの業務集中の回避が主な理由

である．また，外部に対して県の取り組みを可視化する必要性への認識も働いていた．

なお，業務の終えたチームはその都度解散・再編した．

２．チームの運営

チームは農林水産部次長が統括し，農村振興課と農村整備課の課長・総括・副参事を

チーム長として配置した．運営上の判断はチーム長会議で行い，2011 年度は，朝（9:00）・

夕（17：00）の 2 回の開催によって①課題を共有すると共に，②業務・方針の確認をした．

会議では各チームがＡ 4 用紙一枚紙の報告を準備し，１時間以内で終えるよう即決体制を

原則とした．チーム長は担当者が得意分野に当たるようチーム員の見直し・調整を行った．

本庁の指示は地方事務所の次長あるいは総括にメールで伝えた（発災当初はメールが使

えず，伝令が文書を直接手渡し）．また，重要事項については本庁で直接に伝達した．

平成 23 年 9 月 2 日

図　宮城県庁におけるチーム体制の推移

平成 23 年 7 月 1 日平成 23 年 3 月 18 日

東日本大震災 作成：2015.07 執筆：有田・郷古・橋本
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